
	

申し込み・問い合わせ先　B&G海洋センター（32）6114

　総合型地域スポーツクラブ倶楽部fun（樂）では、
通年活動している３つのサークルの新規加入者を募
集します。子どもたちの成長に合わせて、たくさん
の能力が身に着けられるよう楽しく活動しています。
詳細等お気軽にお問い合わせください。

《キッズ運動倶楽部》
毎週火曜日　午後６時30分～７時30分

《卓球サークル》
毎週金曜日　午後5時～ 7時

《バドミントンサークル》
第２、第４火曜日　午後5時～ 7時
※バドミントンサークル募集対象は、
　小学校新３年生以上とさせていただきます。

募集人数　それぞれ　若干名　

募集期間　3月7日（火）～ 21日（火）
　　　　　	（定員に達し次第、
　　　　　	 締め切りとします。）

申し込み・問い合わせ先
TEL：070-1005-9879
Mail：enjoyhiroba.clubfun
　　　@gmail.com	(庄子)

町スポーツ少年団では、次の
７つの単位団が団員募集をし

ます。

❶御代田南スポーツ少年団
　（軟式野球）

❷御代田北スポーツ少年団
　（軟式野球）

❸みよたセローズ（サッカー）
❹みよたＢＧクラブ（バレーボール）

❺みよたミニバスケットボール
　スポーツ少年団

❻みよたジュニアカーリングスポーツ
　少年団

❼ＭＣＡ硬式テニススポーツ少年団

申込締め切り
小学校新２年生以上　３月31日（金）
小学校新１年生　４月5日（水）
申込書は町内の小中学校と、保育園、幼稚園
の年長児へ配布します。
Ｂ＆Ｇ海洋センターにも用意してありますので、
必要な方はお越しください。

申し込み・問い合わせ先
町スポーツ少年団事務局（Ｂ＆Ｇ海洋センター内）

（32）6114
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町民ゴルフ大会 参加者募集！
募集人員　先着120名（30組） ※セルフプレーとなります

４月２日（日）
場所
グランディ軽井沢ゴルフクラブ

申込締め切り：3月19日（日）まで
競技方法：新ペリア方式（上限なし）
参加資格：町在住・在勤者
参 	 加 	 費：無料（全員に参加賞あり）
プレー代：9,000円（当日精算）
食 	 事 	 代：プレー代に含む（限定メニュー）

　この大会は、町民ゴルファーの親睦・健康増進・技術やマナーの向上を目的に開催しています。
　大会は、新ペリア方式。しかも上限なしで行います。
　初心者のあなたが優勝するかも知れません。また、お友だちと同じ組にすることもできます。
　参加の申込方法は、教育委員会社会体育係（Ｂ＆Ｇ海洋センター）・みよたゴルフガーデン・西軽井沢ゴ
ルフ練習場に用意してある申込用紙に、氏名・生年月日・ＨＣ・区名を記入し、お申し込みください。電話
での申し込みはお受けできません。組み合わせは大会の一週間ほど前に発表します。
　なお、秋の大会は11月19日（日）に大浅間ゴルフクラブで行う予定です。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、中止する場合があります。
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令和5年度令和5年度  クラブ員募集!クラブ員募集!

パワポジくん

　町の心理師、岡本です。
　今回は「移行支援会議」についてのお話パート2です。
　移行支援会議については「広報やまゆり370号（令和4年5月号）」でも少し触れ
ました。改めて簡単に説明すると、移行支援会議とは保護者や支援者が集まって、児童の支援や配慮に関する
引き継ぎの話し合いをすることです。新年度に向けて、その多くは年度末の1～3月に実施されます。
　すべての移行支援会議に岡本が参加するわけではないですが、年々、移行支援会議の回数が増えているのを
実感しています。ここで誤解のないように言っておくと、それは困った子どもが増えているというわけではあ
りません。そうではなく、家庭と園・学校の連携がよりとれてきていること、その間に町などがより絡んでい
けていることが大きな要因だと考えています。ここでいう「町など」とは、教育委員会だけでなく、さまざま
な関連部署・機関・業種を含めています。
　その他、移行支援会議が増えている要因として、近年は年度明けに実施している点も挙げられます（もうす
でに実施予定のものが複数件あります）。園や学校に関しては先生がたの「異動」があるため、どうしても年度
末に引き継ぎせざるを得ないところがあります。そこで基本的に異動のないわたくし岡本が、新年度の環境の
切り換わり（就学、進学、クラス替え、担任交代）直後に移行支援会議を調整することもあります。ここ数年
はコロナもあり、保護者参観や家庭訪問が十分に実施しにくい現状もあるため、新年度早々の移行支援会議は
それらを補完する意味でも重要だと考えています。
　新年度を迎える子どもたちの保護者や先生、関係機関の皆さま。引き続きの連携をぜひともよろしくお願い
します。	 問い合わせ先　教育委員会学校教育係	（32）9100

Vol.24
　「家庭 ―（町）― 学校」

令和６年４月１日から
相続登記の申請が義務化（※）されます！
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

●今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう！
　今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています。
●相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう！
●登記の手続は、法務局のホームページをご覧ください。
●相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。

所有者不明土地（※）の解消に向けて、
不動産に関するルールが大きく変わります！

※登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに
匹敵するともいわれています。

新制度について
詳しくは、以下の二次元コードか、
｢法務省　所有者不明｣で検索！
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